
令和５年度に国保税率等を改正した場合の保険税額のイメージ

5割軽減世帯

※総世帯数　15,753世帯（R4.11.1時点）

世帯主（50歳） 給与所得2,560千円

妻（43歳） 給与所得1,870千円

父（73歳） 年金所得920千円

母（70歳） 年金所得650千円

世帯主（55歳） 農業所得5,445千円

妻（52歳） 農業所得3,430千円

子（16歳）

子（14歳）

世帯主（40歳） 給与所得5,000千円

子（15歳）

1,647世帯

所 得

2割軽減世帯

保
険
税
額

7割軽減世帯

4,156世帯 2,034世帯

世帯構成

【モデルケース１】

世帯構成 年税額（円）

【モデルケース２】 現行 改正

627,300 584,300

△ 43,000

現行 改正

年税額（円）

990,000 987,100

△ 2,900

世帯構成 年税額（円）

△ 37,000

【モデルケース３】 現行 改正

604,000 567,000

【改正】

国保税率（所得割） ６．４％

賦課限度額 医療分 ６５万円

後期分 ２０万円

賦課限度超過世帯 ２８８世帯

保険税率の引き下げにより、全体的に税負担を軽減する一

方、賦課限度額の引き上げにより、経済的負担能力に応じた

幅広い所得層から負担を求めことで、保険料負担の格差是

正を図る。

【現行】

国保税率（所得割） ７．４％

賦課限度額 医療分 ６３万円

後期分 １９万円

賦課限度超過世帯 ３４３世帯

資料２


